
粒子状物質を削減することにより生活環境の保全を図ることが特に必要であると認められる地域一覧 

市
区
町 
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岡 

山 

市 

北 

区 

葵町、青江一丁目、青江二丁目、青江三丁目、青江四丁目、青江五丁目、旭本町、旭町、

天瀬、天瀬南町、石関町、伊島町一丁目、伊島町三丁目、出石町一丁目、出石町二丁目、

いずみ町、伊福町一丁目、伊福町二丁目、伊福町三丁目、伊福町四丁目、今一丁目、今

二丁目、今三丁目、今四丁目、今五丁目、今六丁目、今七丁目、今八丁目、今保、今村、

岩井一丁目、岩井二丁目、岩井宮裏、岩田町、内山下一丁目、内山下二丁目、駅前町一

丁目、駅前町二丁目、駅元町、絵図町、大内田、大元一丁目、大元二丁目、大元駅前、

大元上町、岡町、奥田一丁目、奥田二丁目、奥田西町、奥田本町、奥田南町、尾上、御

舟入町、表町一丁目、表町二丁目、表町三丁目、春日町、上中野一丁目、上中野二丁目、

川入、関西町、神田町一丁目、神田町二丁目、北長瀬、北長瀬表町一丁目、北長瀬表町

二丁目、北長瀬表町三丁目、北長瀬本町、吉備津、京橋町、京橋南町、京町、京山一丁

目、京山二丁目、久米、桑田町、厚生町一丁目、厚生町二丁目、厚生町三丁目、岡南町

一丁目、岡南町二丁目、後楽園、国体町、寿町、幸町、鹿田町一丁目、鹿田町二丁目、

鹿田本町、島田本町一丁目、島田本町二丁目、下石井一丁目、下石井二丁目、下伊福一

丁目、下伊福二丁目、下伊福上町、下伊福西町、下伊福本町、下内田町、下中野、昭和

町、白石、白石西新町、白石東新町、新道、新屋敷町一丁目、新屋敷町二丁目、新屋敷

町三丁目、清輝橋一丁目、清輝橋二丁目、清輝橋三丁目、清輝橋四丁目、清輝本町、清

心町、船頭町、大安寺中町、大安寺西町、大安寺東町、大安寺南町一丁目、大安寺南町

二丁目、大学町、大供一丁目、大供二丁目、大供三丁目、大供表町、大供本町、高柳西

町、高柳東町、辰巳、田中、谷万成一丁目、谷万成二丁目、田町一丁目、田町二丁目、

中央町、津倉町一丁目、津倉町二丁目、天神町、問屋町、十日市中町、十日市西町、十

日市東町、磨屋町、富田、富町一丁目、富町二丁目、富田町一丁目、富田町二丁目、中

山下一丁目、中山下二丁目、中島田町一丁目、中島田町二丁目、中仙道、中仙道一丁目、

中仙道二丁目、中撫川、撫川、七日市西町、七日市東町、西市、錦町、西崎一丁目、西

崎二丁目、西崎本町、西島田町、西長瀬、西之町、西野山町、西花尻、西古松、西古松

一丁目、西古松二丁目、西古松西町、庭瀬、納所、野田一丁目、野田二丁目、野田三丁

目、野田四丁目、野田五丁目、野田屋町一丁目、野田屋町二丁目、野殿西町、野殿東町、

延友、花尻、花尻あかね町、花尻ききょう町、花尻みどり町、蕃山町、番町一丁目、番

町二丁目、東島田町一丁目、東島田町二丁目、東中央町、東野山町、東花尻、東古松、

東古松一丁目、東古松二丁目、東古松三丁目、東古松四丁目、東古松五丁目、東古松南

町、日吉町、平田、平野、二日市町、舟橋町、平和町、奉還町一丁目、奉還町二丁目、

奉還町三丁目、奉還町四丁目、本町、丸の内一丁目、丸の内二丁目、万成西町、万成東

町、三門中町、三門西町、三門東町、南方一丁目、南方二丁目、南中央町、矢坂西町、

矢坂東町、矢坂本町、柳町一丁目、柳町二丁目、山科町、弓之町 
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赤坂台、赤坂本町、赤坂南新町、網浜、今谷（百間川の右岸の区域に限る。）、江崎、江

並、沖元（百間川の右岸の区域に限る。）、奥市、御成町、門田文化町一丁目、門田文化

町二丁目、門田文化町三丁目、門田本町一丁目、門田本町二丁目、門田本町三丁目、門

田本町四丁目、門田屋敷一丁目、門田屋敷二丁目、門田屋敷三丁目、門田屋敷四丁目、

門田屋敷五丁目、門田屋敷本町、兼基（百間川の右岸の区域に限る。）、旭東町一丁目、

旭東町二丁目、旭東町三丁目、国富、国富一丁目、国富二丁目、国富三丁目、国富四丁

目、倉田、倉富、倉益、桑野、神下（百間川の右岸の区域に限る。）、小橋町一丁目、小

橋町二丁目、さくら住座、桜橋一丁目、桜橋二丁目、桜橋三丁目、桜橋四丁目、沢田（百

間川の右岸の区域に限る。）、新京橋一丁目、新京橋二丁目、新京橋三丁目、新築港、住

吉町一丁目、住吉町二丁目、中納言町、徳吉町一丁目、徳吉町二丁目、西中島田、浜、

浜一丁目、浜二丁目、浜三丁目、原尾島（百間川の右岸の区域に限る。）、原尾島一丁目

（百間川の右岸の区域に限る。）、原尾島二丁目（百間川の右岸の区域に限る。）、原尾島

三丁目、原尾島四丁目、東川原（百間川の右岸の区域に限る。）、東中島町、東山一丁目、

東山二丁目、東山三丁目、東山四丁目、平井、平井一丁目、平井二丁目、平井三丁目、

平井四丁目、平井五丁目、平井六丁目、平井七丁目、福泊、藤崎、古京町一丁目、古京

町二丁目、円山、湊、御幸町、海吉（百間川の右岸の区域に限る。）、森下町、山崎、米

田（百間川の右岸の区域に限る。） 

岡
山
市
東
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光津（百間川の右岸の区域に限る。）、中川町（百間川の右岸の区域に限る。） 

岡 
山 

市 

南 

区 

青江六丁目、飽浦、あけぼの町、泉田、泉田一丁目、泉田二丁目、泉田三丁目、泉田四

丁目、泉田五丁目、内尾、浦安西町、浦安本町、浦安南町、大福、海岸通一丁目、海岸

通二丁目、北浦、郡、古新田、市場一丁目、市場二丁目、下中野、新福一丁目、新福二

丁目、新保、洲崎一丁目、洲崎二丁目、洲崎三丁目、妹尾、妹尾崎、曽根、立川町、築

港栄町、築港新町一丁目、築港新町二丁目、築港ひかり町、築港緑町一丁目、築港緑町

二丁目、築港緑町三丁目、築港元町、千鳥町、当新田、富浜町、豊成一丁目、豊成二丁

目、豊成三丁目、豊浜町、中畦、並木町一丁目、並木町二丁目、南輝一丁目、南輝二丁

目、南輝三丁目、西市、西畦、浜野一丁目、浜野二丁目、浜野三丁目、浜野四丁目、東

畦、平福一丁目、平福二丁目、福島一丁目、福島二丁目、福島三丁目、福島四丁目、福

田、福富中一丁目、福富中二丁目、福富西一丁目、福富西二丁目、福富西三丁目、福富

東一丁目、福富東二丁目、福成一丁目、福成二丁目、福成三丁目、福浜町、福浜西町、

福吉町、藤田、芳泉一丁目、芳泉二丁目、芳泉三丁目、芳泉四丁目、松浜町、万倍、箕

島、三浜町一丁目、三浜町二丁目、宮浦、山田、米倉、若葉町 
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倉 
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青江、浅原、阿知一丁目、阿知二丁目、阿知三丁目、天城台一丁目、天城台二丁目、天

城台三丁目、天城台四丁目、有城、生坂、五日市、稲荷町、石見町、浦田、老松町一丁

目、老松町二丁目、老松町三丁目、老松町四丁目、老松町五丁目、大内、大島、沖、沖

新町、帯高、加須山、片島町、上富井、亀島一丁目、亀島二丁目、亀山、川入、川西町、

神田一丁目、神田二丁目、神田三丁目、神田四丁目、北畝一丁目、北畝二丁目、北畝三

丁目、北畝四丁目、北畝五丁目、北畝六丁目、北畝七丁目、北浜町、串田、倉敷ハイツ、

栗坂、黒石、黒崎、寿町、幸町、酒津（高梁川の左岸の区域に限る。）、笹沖、四十瀬、

下庄、庄新町、上東、昭和一丁目、昭和二丁目、新田、祐安、曽原、高須賀、田ノ上、

田ノ上新町、茶屋町、茶屋町早沖、中央一丁目、中央二丁目、粒浦、粒江、粒江団地、

連島一丁目、連島二丁目、連島三丁目、連島四丁目、連島五丁目、連島中央一丁目、連

島中央二丁目、連島中央三丁目、連島中央四丁目、連島中央五丁目、連島町亀島新田、

連島町連島、連島町鶴新田、連島町西之浦、連島町矢柄、鶴形一丁目、鶴形二丁目、鶴

の浦一丁目、鶴の浦二丁目、鶴の浦三丁目、徳芳、鳥羽、中帯江、中島、中庄団地、中

庄、中畝四丁目、中畝五丁目、中畝九丁目、中畝十丁目、西阿知町、西阿知町新田、西

阿知町西原、西岡、西尾、西坂、西田、西富井、西中新田、白楽町、羽島、八王寺町、

八軒屋、浜ノ茶屋一丁目、浜ノ茶屋二丁目、浜ノ茶屋、浜町一丁目、浜町二丁目、林、

早高、東塚四丁目、東粒浦、東富井、東町、日ノ出町一丁目、日ノ出町二丁目、日畑、

日吉町、平田、福井、福島、福田町浦田、福田町古新田、福田町東塚、福田町福田、藤

戸町天城、藤戸町藤戸、二子、二日市、船倉町、堀南、本町、松島、水江（高梁川の左

岸の区域に限る。）、水島相生町、水島青葉町、水島川崎通一丁目、水島北春日町、水島

北亀島町、水島北幸町、水島北瑞穂町、水島北緑町、水島高砂町、水島西寿町、水島西

栄町、水島西千鳥町、水島西常盤町、水島西弥生町、水島東川町、水島東寿町、水島東

栄町、水島東千鳥町、水島東常盤町、水島東弥生町、水島南春日町、水島南幸町、水島

南瑞穂町、水島南緑町、水島明神町、三田、南町、宮前、美和一丁目、美和二丁目、向

山、安江、山地、吉岡 

早
島
町 

全域（早島、前潟、矢尾、若宮） 

 


